
PTS信用取引の新規注文停止に関するガイドライン 

 

 

Japan Alternative Market株式会社（以下「当社」という。）は、個別銘柄に係る信用取

引の過度の利用を未然に防止するため、以下のとおりＰＴＳ信用取引の新規売付又は新規買

付の停止に関してガイドラインを設け、基準に該当した銘柄についてＰＴＳ信用取引の新規

売付注文又は新規買付注文（取引参加者による自己の信用売り又は信用買いを含む）の受託

を停止する。 

 

Ⅰ．実施基準 

次に掲げる１．～４．の基準のいずれかに該当した銘柄については、該当が確認された

翌営業日におけるＰＴＳ信用取引の新規注文停止措置を実施する。 

 

１．ＰＴＳ信用取引売買比率基準 

当社におけるＰＴＳ信用取引状況に関し、３営業日連続して各営業日のＰＴＳ参照

株価と基準価格との乖離が７％以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合（各営

業日の売買高が１００売買単位以上である場合に限る。） 

イ．３営業日連続してＰＴＳ信用取引の新規売付比率が２０％以上である場合（各

営業日のＰＴＳ参照株価が各営業日時点における基準価格未満である場合に限

る。） 

ロ．３営業日連続してＰＴＳ信用取引の新規買付比率が４０％以上である場合（各

営業日のＰＴＳ参照株価が各営業日時点における基準価格株価を超過している場

合に限る。） 

 

２．売買回転率基準 

当社におけるＰＴＳ信用取引状況に関し、当該営業日におけるＰＴＳ参照株価と基

準価格との乖離が７％以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 

イ．当該営業日の売買高が発行済普通株式数（自己株式数を除く）（以下「基準発行

済株数」という。）の１０％以上であり、かつ、当該営業日のＰＴＳ信用取引の新

規売付比率が３０％以上である場合（当該営業日のＰＴＳ参照株価が基準価格未

満である場合に限る。） 

ロ．当該営業日の売買高が基準発行済株数の１０％以上であり、かつ、当該営業日の

ＰＴＳ信用取引の新規買付比率が６０％以上である場合（当該営業日のＰＴＳ参

照株価が基準価格を超過している場合に限る。） 

 

３．残高基準 

当社におけるＰＴＳ信用取引残高に関し、３営業日連続して各営業日のＰＴＳ参照

株価と基準価格との乖離が７％以上であり、次のいずれかに該当する場合 



イ．売残高の基準発行済株数に対する比率が０．７５％以上である場合（各営業日の

ＰＴＳ参照株価が各営業日時点における基準価格未満である場合に限る。） 

ロ．買残高の基準発行済株数に対する比率が３％以上である場合（各営業日のＰＴ

Ｓ参照株価が各営業日時点における基準価格を超過している場合に限る。） 

 

４．特例基準 

１．～３．の基準のいずれにも該当しない場合において、当社がＰＴＳ信用取引の利

用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した場合（当社においてＰＴＳ信用取引が成立

せず、ＰＴＳ参照株価が算出できない場合で、 東京証券取引所における最終価格が制

限値幅の上限または下限に達している場合にＰＴＳ参照株価を東京証券取引所最終価

格へ読み替える等の考慮を含む。） 

 

Ⅱ．解除基準 

上記 I．によりＰＴＳ信用取引の新規注文停止措置を実施した日の翌営業日以降におい

て、上記Ⅰ．１．～３．の基準のいずれにも該当しないことが確認された、または４．の

判断が見直された銘柄については、その翌営業日にＰＴＳ信用取引の新規注文停止措置を

解除する。 

 

Ⅲ．その他 

・ 株券以外の上場有価証券については、株券に準じて取り扱うものとする。ただし、Ｅ

ＴＦ及びＥＴＮについては、商品性を踏まえて取り扱うものとする。 

・ 「基準価格」は、株式会社東京証券取引所が採用する当日の基準値段とする。 

・ 「ＰＴＳ参照株価｣は、当社ＰＴＳ信用取引における出来高加重平均価格とする。 

・ 「売買高」は、当社デイタイムセッションにおける売買高とする。 

・ 「ＰＴＳ信用取引の新規売付比率」及び「ＰＴＳ信用取引の新規買付比率」とは、当

社デイタイムセッションにおけるＰＴＳ信用取引による新規売付け及び新規買付けの

数量（売買が成立したものに限る。）の売買高に対する比率をいう。 

・ 売残高及び買残高は、取引参加者である証券会社の報告及び申告に基づいて集計する

もので、事後的に取引参加者である証券会社により訂正の申告が行われた場合には、

当該訂正の内容を考慮しないこととする。 

 

以  上 

 

 


